
最近紙面最近紙面最近紙面最近紙面をををを賑賑賑賑わすわすわすわす『『『『暫定税率暫定税率暫定税率暫定税率』』』』さらにさらにさらにさらに詳詳詳詳しくしくしくしく理解理解理解理解しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！ 
 

 

☆『暫定税率』読解メモ☆  

 

 暫定税率とは、その名の通り「例外的に期間を定めて適用される税率」の事です。 

 その例外を実現するための手段が租税特別措置と言われます。 

 例年行われる税制改正の大部分は、この措置を定めた法律「租税特別措置法」の

改正のことを意味しています。  ☆用語メモ☆ 【租税特別措置】 担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、何らかの政策目的の実現のため、一定の要件の下に、税負担を軽減又は加重すること等を内容とする措置。その大部分は租税特別措置法に定められる。  【租税特別措置法】 昭和三二年法律二六号。社会政策的目標、経済政策的目標その他の緊急な目標を達成するために各種国税を減免し、また、その課税標準の計算、徴収等に関して当分の間の特例を定める。 （有斐閣法律用語辞典第３版より）  
☆応用メモ☆  いわゆる、期限切れのガソリン税とはこの租税特別措置法８９条に定める（揮発油税及び地方道路税の税率の特例）の適用期限が経過してしまった、という事です。  一部の租税特別措置に関しては、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」（いわゆるつなぎ法）が成立し、その適用期限が平成 20 年５月３１日まで延長されました。  
※現在、通常国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」において

適用期限の延長等を措置している租税特別措置のうち、「つなぎ法」以外の措置につ

いては、適用期限が経過（終了）しました。 

 ～編集後記～  ｶﾞｿﾘﾝ税の値下げで、4/1 からｶﾞｿﾘﾝの価格が大幅に下げられ、消費者にとってはうれしい限りですが、この税収不足分のつけは必ず私達に廻ってくるのですから、喜べない気もします。政治への不信感が強まる中での今回の問題。もう少し足の引っ張り合いではなく、将来を見据えた議論を国会で行ってもらいたい!! まるで週刊誌や新聞記事の延長のような国会ではなく、今後の日本について議論を行って欲しいのですが、皆様はどの様にお考えでしょうか？ 


